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はじめに 

 ・ 豊橋市では、次のとおり市有地を一般競争入札により売却します。 

・ 一般競争入札による売却とは、入札参加者が価格を競い、豊橋市が設定する予定

価格（最低売却価格）以上で、最も高い価格を付けた方に物件を購入していただ

く方法です。 

・ 入札参加希望者は、必ずこの入札案内書、入札心得書、入札公告、売買契約書（案）

及び物件調書を読んで、手続きの流れや売却条件等をよく確認したうえでお申込

みください。 

 

１ 売却物件 

   

物件 

番号 
所在及び地番 地目 面積 

予定価格 

（最低売却価格） 

１ 豊橋市牟呂内田町１番７ 宅地 
166.95㎡ 

  （実測） 
17,030,000円 

２ 豊橋市牟呂内田町１番８ 宅地 
166.93㎡ 

（実測） 
17,030,000円 

 

 

【注意事項】 

入札書の金額が予定価格（最低売却価格）に達しない場合は、その入札は無効

となります。 
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２ 入札参加者の資格 

日本国内に住民登録をしている個人又は日本国内で法人登録をしている法人とし

ます。 

※１ 共有を希望する場合 

２名以上の連名による申込み（入札参加）も可能です。その場合、全員が入札参

加者の資格を備えていることが必要です。 

※２ 申込者が入札参加者（落札された場合はその物件の買受人）となります。 

※３ 受付後に申込者を変更することはできませんので注意してください。 

 

 

 

（１） 市税を滞納している者 

（２） 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４第１項に規定する

者（※３ページ参照） 

（３） 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４第２項各号のいず

れかに該当し３年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又

は入札代理人として使用する者（※３ページ参照） 

（４） 公告の日から入札の日までの期間において、「豊橋市が行う事務又は事業からの

暴力団排除に関する合意書（平成２６年３月２６日、豊橋市長・愛知県豊橋警察署

長締結）」に基づく排除措置を受けている者（※４ページ参照） 

（５） 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）

第 2 条第 1 項に規定する風俗営業若しくは同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊

営業又はその他これらに類する業に供しようとする者 

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2

条第 2 号に規定する暴力団の事務所若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の

規制に関する法律（平成 11年法律第 147号）第 5条に規定する観察処分を受けた

団体の事務所又はその他これらに類するものの用に供しようとする者 

（７） 破壊活動防止法（昭和２７年法律第２４０号）第５条第１項第３号に規定する処

分若しくは同法第７条に規定する解散の指定を受けた団体の事務所又はその他こ

れらに類するものの用に供しようとする者 

（８） 入札参加申込書を指定した期日までに提出しない者 

（９） 本市の公有財産に関する事務に従事する職員 

 

 

ただし、次の（１）～（９）に該当する方
．．．．．

は
．
入札に参加することができません

．．．．．．．．．．．．
。
．
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地方自治法施行令（抄） 

（一般競争入札の参加者の資格） 

第百六十七条の四 普通地方公共団体は、特別の理由がある場合を除くほか、一般

競争入札に次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。 

一 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者 

二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）

第三十二条第一項各号に掲げる者 

２ 普通地方公共団体は、一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれ

かに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般

競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又

は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。 

一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件

の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。 

二 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価

格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。 

三 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたと

き。 

四 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督又は検査の実施に当

たり職員の職務の執行を妨げたとき。 

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 

六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を

故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。 

七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争入札に参加できないこととさ

れている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用

人として使用したとき。 
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豊橋市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書（抄） 

（平成２６年３月２６日、豊橋市長・愛知県豊橋警察署長締結） 

１ 定義 

この合意書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 

(1)  事務又は事業  豊橋市が行う次に掲げる事務又は事業をいう。 

ア  建設工事、設計・測量・建設コンサルタント、物件の製造請負 

又は買入れ、役務の提供等の調達契約 

イ  物品の売払い 

ウ  公有財産の売払い又は貸付けの契約 

エ  貸付金の貸付契約 

オ  補助金、交付金等の交付 

カ  許認可、登録 

キ  地方自治法（ 昭和2 2年法律第6 7号）第2 4 4条の２ の規定に基づく 

公の施設の指定管理者の指定 

ク  市営住宅の入居契約又は同居の承認 

ケ  その他暴力団に利益を与えるおそれがある事務又は事業 

(2)  法人等 法人その他の団体又は個人をいう。 

(3)  暴力団   暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（ 平成３年法律第

7 7号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。 

(4)  排除措置   事務又は事業が暴力団に利益を与えないために執る次に掲げる措

置をいう。 

ア  競争入札への参加資格を有する者に対する指名停止措置又は競争入札による

契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置 

イ  申請等を拒否し、許可等を取り消し、契約等を解約するなどにより事務又は

事業の相手方としない措置 

ウ  補助金、交付金若しくは貸付金を返還させ、又は違約利息若しくは損害賠償

等を求める措置 

エ  公の施設の指定管理者の指定を行わず、又は指定を取り消す措置 

オ  市営住宅の入居の契約を行わず、同居の承認を行わず、明渡しを請求するな

どの措置 

カ  その他暴力団を排除するために有効な措置 



- 5 - 

 

３ 入札参加申込から所有権移転登記までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

                                 

 

 

 

  

 

【受付期間】  令和７年１１月２１日（金）から令和７年１２月２５日（木）まで  

      ※土曜日、日曜日、祝日の受付は行いません。 

【受付場所】  豊橋市財務部資産経営課（豊橋市役所東館５階） 

【受付時間】  午前９時から午後５時まで（電話、FAX、Ｅメールによる申込み不可） 

※郵送の場合は特定記録郵便にてお送りください。（令和７年１２月２５日（木）午後５時必着） 

※提出書類一式を受理後、「一般競争入札参加申込受付証」を申込者あてに発行いたします。 

 

【入 札 日】  令和８年１月２９日（木） 

【場  所】  豊橋市役所 東１２１会議室（東館１２階） 

 

 

・ 落札者（買受人）は原則として令和８年２月２０日（金）までに契約締結するものとし

ます。 

・ 契約締結の際、契約保証金として契約金額の１０分の１以上（１円未満切上げ）に相当

する金額を納めなくてはなりません。 

・ 申出により入札時に納付した入札保証金を契約保証金に充当することができます。 

 

・ 現状有姿で引き渡しを行います。 

・ 所有権移転登記の手続きは、落札者(買受人)が行うこととします。落札者(買受人)が行

えない場合は、登記嘱託請求を受けて豊橋市が行います。ただし、登録免許税、申請手

数料等その他一切の費用は、落札者（買受人）の負担となります。 

・ 所有権移転登記の手続きを依頼する指定の司法書士については、契約時に申し出てくだ

さい。 

 

 

 

・ 売買代金は令和８年３月１６日（月）までに完納してください。 

１ 入札参加申込 （６ページ） 

２ 入札（７ページ～１０ページ） 

３ 契約（１１ページ～１２ページ） 

４ 売買代金の支払い（１２ページ） 

 

５ 引渡し及び所有権の移転（１２ページ） 
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４ 入札参加申込 

受付期間 
【期間】令和７年１１月２１日（金）から令和７年１２月２５日（木） 

【時間】午前９時～午後５時 ※土曜日、日曜日、祝日の受付は行いません。 

受付場所 豊橋市財務部資産経営課（豊橋市役所東館５階） 

提出書類 

及び部数 

（１）一般競争入札参加申込書（様式第 1） １通 

（２）申込人情報（様式第１－２又は様式第１－３）１通 

（３）土地利用計画書（様式第２）１通 

（４）誓約書（様式第３）１通 

（５）住民票（一部）    １通 

※申込者が個人の場合 

（６）履歴事項全部証明書  １通  

※申込者が法人の場合 

（７）市税に滞納がないことの証明書 １通 

 ※請求方法については、管轄の役所・役場にお問い合わせください。（管轄が豊橋

市の方は、財務部資産税課で発行しております。） 

・上記（３）から（７）までの書類は連名（共有）での申込みの場合は、全員について、

それぞれ 1 通必要です。 

・（５）から（７）までの書類は発行から３カ月以内のものに限ります。 

提出方法 

持参又は特定記録郵便による郵送 

※郵送の場合は令和７年１２月２５日（木）午後５時必着。 

宛先は１４ページの担当部署まで。 

参加申込受

付証につい

て 

提出書類一式を受理後、「一般競争入札参加申込受付証」を申込者あてにその場で発行

又は郵送いたします。 

※郵便で提出書類を送られた方で令和７年１２月２５日（木）午前中までに届かない場

合は、令和７年１２月２５日（木）午後５時までに担当部署までご連絡ください。 

注意事項 

・ 電話、ＦＡＸ、Ｅメールによる申込みはできません。 

・ 所有権が共有になる場合は、必ず共有者全員の連名で申し込んでください。 

・ 提出書類は返却いたしません。提出書類に不備がある場合は早急に修正又は必要書類

を揃えていただきます。 

・ 提出された書類等に記載された個人情報は、入札事務のみに使用し、その他の目的に

は使用しませんが、「豊橋市が行う事務又は事業からの暴力団排除に関する合意書」

に基づき、排除措置対象法人等（個人も含む）に該当するか否かの確認のため、法人

名、氏名、生年月日、性別、住所、役職名について、豊橋市から豊橋警察署へ情報提

供いたします。 
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５ 入札～落札者の決定～入札結果の公表まで 

（１）入 札 日 ：令和８年１月２９日（木） 

（２）受付場所 ：豊橋市役所 東１２１会議室（東館１２階） 

（３）当日のタイムスケジュール 

入札保証金受付 午前９時００分～午前９時３０分  

入札説明 午前９時４０分～午前９時５０分  

入札執行開始 午前１０時００分  

（４）持ち物 

持ち物リスト 注意事項等 

○1  一般競争入札 

参加申込受付証 
・ 提出書類一式を提出後に市から発行されたもの。 

○2  委任状 

※代理人等が入札

する場合 

・ 代理人や法人の代表権のない方が入札する場合 

・ 連名（共有）による申込みの場合で、全員が入札に参加できない場合は 

委任状（様式第４）が必要です。 

③  入札保証金 

・ 入札書に記載する入札金額の１００分の２以上（１円未満切上げ）に相当

する額の納付が必要です。 

・ 現金又は銀行等が振り出した自己宛小切手（以下、「小切手」という。）に

より納付してください。 

・ 小切手は「銀行渡り」にし、振出人と支払人を同一にしてください。また、

振出しの日から起算して、５日以内のものにしてください。 

＊入札参加者（個人・法人）が振出す支払小切手又は、入札参加者（個人・法

人）の所持する小切手帳での支払いは入札保証金として受付できませんのでご

注意ください。 

④ 入札書 ・入札書（様式第５）を使用してください。 

⑤身分証明書 
・入札参加者が申込者又は代理人本人であることが証明できる公的機関が発行

し、顔写真が入ったもの（例：運転免許証等）を用意してください。 

⑥ 収入印紙 

（２００円分） 

・ 入札保証金の還付時、領収書に貼付していただきますので、１枚お持ちく

ださい。 

※ 営業に関しない（商人以外の）個人の場合は不要です。 
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（５）入札保証金 

  ○1  入札保証金の納付 

 入札参加者は、入札執行日の入札保証金受付時間までに、入札保証金として入

札書に記載する入札金額の１００分の２以上（１円未満切上げ）に相当する

金額を現金又は小切手（※小切手についての注意事項等は７ページの持ち物リス

トの③入札保証金の項目に記載。）により納付してください。入札保証金額が入札

金額の１００分の２以上の額に達しない者のした入札は、無効となりますのでご

注意ください。 

     

  ○2  入札保証金の還付等 

    入札保証金は、落札者以外の入札者に対しては入札執行後に還付します。 

落札者に対しては契約締結後に還付しますが、申し出により契約保証金に充当

することができます。なお、地方自治法第２３５条の４第３項の規定により、入

札保証金を納付した日からその還付を受ける日までの期間に対する利息の支払

いを請求することはできません。 

    また、落札者が契約締結期限までに契約を締結しない場合には、その落札は無

効となり、地方自治法第２３４条第４項の規定により、入札保証金は豊橋市に帰

属することとなります。 

 

（６）入札書の作成方法 ＜様式・・・ 別添１ 様式集  ８ページに掲載＞ 

            ＜記載例・・ 別添２ 記載例集 ７ページに掲載＞ 

  ○1  入札書の作成においては、手書きの場合には黒色のボールペンか万年筆を使用

して記入してください。（ゴム印の使用も可。鉛筆、消えるボールペン等の容易

に消すことができるものの使用は不可。） 

  ○2  入札書には、入札者の住所、氏名（法人にあっては名称及び代表者名）を記入

してください。（代理人が入札する場合は、入札者の欄に入札参加申込者の住所、

氏名を記入し、その下に代理人の住所、氏名を記入してください。） 

  ○3  金額の記入は、算用数字（０、１、２、３・・・）を使用し、最初の数字の前

に「金」の文字を記入してください。 

  ○4  入札書の金額の訂正はできません。 
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（７）入札の方法等 

  ○1  入札室には、受付した入札者及び傍聴者が入場できます。 

  ○2  入札書は、市の担当者の指示に従い、会場に設置された入札箱に差し出さな

ければなりません。 

  ○3  提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず書換え、引換え又は撤回

することはできません。 

（８） 入札の無効 

     次の各号の一に該当する入札は、無効とします。なお、入札の当日出席しなか

った者又は入札執行時刻に遅刻した者は、棄権とみなします。 

1. 入札参加申込をしなかった者がした入札 

2. 入札参加者の資格を有しない者がした入札 

3. 所定の入札保証金を納付しない者がした入札及び入札保証金が入札金額の 

１００分の２以上の額に達しない者のした入札 

4. 同一物件について２通以上の入札をした入札 

5. 入札書の入札金額、氏名（法人にあっては名称及び代表者名）の確認しがたい 

もの、鉛筆書きのもの、その他主要な事項が確認できないもの 

6. 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正したもの 

7.入札書の入札金額が予定価格（最低売却価格）に達しないもの 

8.郵送による入札 

9.虚偽の記載をした者の入札 

10.担当職員の指示に従わなかった者の入札  

11.入札に関し不正行為があった入札 

12.他人の代理を兼ね又は２以上の代理をした者の入札 

13.その他担当職員があらかじめ指示した事項に違反した入札 

（９） 開札 

    開札は、入札終了後直ちに入札者の面前で行います。ただし、入札者又はその

代理人が開札場所に同席しない場合には、入札に関係のない豊橋市の職員を立ち

会わせて開札します。この場合、異議の申し立てはできません。 
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（１０） 落札者の決定 

     落札者は次の方法により決定します。 

    ○1  有効な入札を行った者のうち、入札書に記載された金額が豊橋市の定める

予定価格（最低売却価格）以上で、かつ、最高の価格をもって入札した者を

落札者とします。 

    ○2  上記○1 に該当する者が２人以上あるときは、直ちに「くじ」によって落札

者を決定します。この場合、入札者は「くじ」を辞退することができません。 

    ○3  開札をした場合において、落札者があるときは、その者の氏名（法人の場

合は、その名称）及び金額を、落札者がないときはその旨を、開札に立ち会

った入札者に直ちに口頭で知らせます。この場合において、落札者となった

者が開札に立ち会わなかったときには、その者に落札者となった旨を通知し

ます。 

 

（１１） 入札結果の公表 

    ○1  入札結果については、落札者及び落札金額の決定（入札不調の場合を含む）

後、速やかに豊橋市のホームページにその内容を掲載します。 

掲載期間 令和１３年３月３１日まで 

掲載内容 

・ 物件の所在、地番、地目、及び実測面積 

・ 落札者名 

名称は表記せず「法人」、「個人」と表示します。 

・ 入札参加者数 

・ 落札価格 

・ 予定価格（最低売却価格） 

    

 ○2  豊橋市情報公開条例（平成８年３月２９日条例第２号）に基づき、個人情

報等を除いた入札及び落札に関する情報等について、情報公開請求があれば

開示しますので、あらかじめご承知おきください。 
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６  契約の締結 

（１） 契約締結期限 

  ○1  落札者は、原則として令和８年２月２０日（金）までに売買契約を締結するも

のとします。  

      ※契約は、必ず「落札者」名義で締結していただきます。連名（共有）で参加し

た場合は、必ず申込者全員の名義で締結してください。 

  ○2  落札者が上記○1 の期限までに契約を締結しない場合は、落札を無効とします。

その場合、地方自治法第２３４条第４項の規定により、入札保証金は豊橋市に帰

属することとなります。 

（２） 契約保証金の納付 

    契約締結と同時に、売買代金の１０分の１以上（１円未満切上げ）に相当する

金額を契約保証金として納めなければなりません。 

    この契約保証金は、売買代金に充当します。入札保証金を契約保証金の一部に

充当した場合は、差額分をお支払いいただくことになります。 

（３） 必要書類等 

  ① 実印 

② 契約保証金のほかに印鑑証明書（印鑑登録証明書）1通が必要です。 

  ※発行から３カ月以内のもの ※連名（共有）の場合は全員分が必要です。 

③ 売買契約書（豊橋市保管用のもの１部）に貼付する収入印紙 

  ※契約の締結及び履行に必要な費用は、落札者の負担となります。 

＊豊橋市に本社、支店登記がされていない営業所等が契約行為を行う場合、代表取締

役からの業務権限証明書、取引担当者権限証明書等（代表者印押印要、及び会社印鑑

証明書添付）の提出を求めます。 

 

７ 契約に付す条件 

（１） 用途制限 

落札者（買受人）は、売買契約締結の日から１０年間、売買物件を次に定める

用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転

し、若しくは売買物件を第三者に貸してはなりません。 

  ○1  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団の事務所又はその他これに類するもの 

  ○2  風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営

業又はその他これらに類する業 

  ○3  無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律（平成１１年法律第１４

７号）第 5条に規定する観察処分を受けた団体の事務所又はその他これに類する

もの 
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  ○4  破壊活動防止法（昭和２７年法律第２４０号）第５条第１項第３号に規定する

処分若しくは同法第７条に規定する解散の指定を受けた団体の事務所又はその

他これらに類するもの 

 

（２） 契約の解除 

   ○1  落札者（買受人）が売買契約書の各条項に違反したとき又は契約に定められ

た義務を履行しないときは、本市は契約を解除することができます。 

  ○2  上記により契約が解除されたときは、落札者は、本市の指示する期間内に自

己の費用で土地を原状に回復して本市に引き渡さなければなりません。 

（３） 実地調査の協力義務 

    用途制限等の禁止事項の履行状況を確認させていただくことがあります。 

（４） 違約金 

    上記（１）の条件に違反した場合は、違約金として契約金額の１０分の３、上

記（３）の調査の協力を拒み妨げた場合などには、契約金額の１０分の１に相当

する額を支払っていただきます。 

 

８ 売買代金の支払い 

（１）売買代金の完納期限 

売買契約締結後、令和８年３月１６日（月）までに完納してください。 

   ※契約保証金を売買代金の一部に充当しますので、豊橋市が発行する納入通知書

により残金をお支払ください。 

（２） 売買代金が期限までに支払われない等の違約行為により売買契約を解除した場

合は、地方自治法第２３４条の２第２項の規定により、契約保証金は豊橋市に帰

属することになります。 

（３） 売買代金の支払いを遅延したときは、日数に応じて一定の割合での遅延利息が

発生します。 

（４） 契約保証金には、利息を付しません。 

（５） 市有地の売買のため仲介手数料はかかりません。 

 

９  所有権の移転（所有権移転登記）及び公租公課 

（１） 売買物件の所有権は、落札者（買受人）が売買代金を完納したときに移転する

ものとし、同時に現況有姿にて引渡しがあったものとします。 

（２） 所有権移転の手続きは、落札者(買受人）が行うこととします。落札者(買受人)

が行えない場合は、登記嘱託請求を受けて豊橋市が行います。ただし、所有権移

転登記に係る申請手数料、諸費用、登録免許税等はすべて落札者（買受人）の負

担になります。又、落札者（買受人）が指定の司法書士にて行う場合は、契約時に

申し出てください。 
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（３） 所有権移転登記手続きの開始は、落札者（買受人）が売買代金の全額を納入し、豊

橋市の歳入となったときに登記手続きを開始することとする。 

（４） 所有権移転後の公租公課は、落札者（買受人）の負担となります。 

（５） 登記済を証する書類は登記完了後、落札者（買受人）にお渡しします。ただし、

落札者（買受人）自ら指定した司法書士において登記を行った場合は、その司法書士から直

接受け取って下さい。 

 

１０ その他 

 

（１） 売却物件の現況を把握するため、物件内に立ち入り物件状況等確認を希望する

者は、担当部署の物件管理者にその旨を申し出てください。又、立ち入る際は付

近に迷惑をかけないよう留意してください。特に隣地の境界確認においては隣

接者とのトラブルがないよう十分に注意してください。 

（２） 売却物件は一般競争入札において落札者が決定し売買契約が締結される前に、

当該土地の形状・区画・地勢等を変更する行為や測量等の業務に関する行為及び

公序良俗に反する行為は行わないこととします。このような行為を行った者は、

一般競争入札の参加資格を喪失し入札に参加できませんので注意してください。

また、上記の行為を直接本人が行わなくても、関連企業、請負業者、協力業者、

測量業者等が行った場合も本人が行った同一行為として、一般競争入札の参加

資格を喪失し入札に参加できませんので、注意してください。 

（３） 物件は、現状有姿での引渡しとなります。したがって、電柱等の移転・撤去、  

立木の伐採、切り株の撤去、除草、工作物（フェンス、擁壁、給排水設備、舗

装など）の補修・撤去などの負担及び調整は、物件敷地の内外及び所有権等権

利の帰属主体に関わらず、一切市は行いません。越境物がある場合についても

現状有姿のままで引渡します。 

（４） 物件調書の記載事項は、調査時点における一般的な調査内容を列挙してある 

ものであり、現時点で変更されている場合がありますので、申込者は必ず御 

自身で現地確認や諸規制の確認を行ってください。物件調書の記載事項が現 

状と異なる場合は現状が優先します。 

（５） 物件の地下埋設物調査、地盤調査及び土壌調査等は行っておりません。 

（６） 建物等を建築するに当たっては、建築関係法令及び県、市の条例等により条件・

指導等がなされる場合や負担金等が必要となる場合がありますので、前もって

関係機関及び、関係所管課に確認しておいてください。 

（７） 入札者は入札後、本入札案内書、入札公告、入札心得書、売買契約書（案）及

び物件調書、物件の現況等についての不明を理由として異議を申し立てるこ

とはできません。現物と公告数量等が符合しない場合でも、これを理由として

契約の締結を拒むことはできません。 
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（８） 売買契約を締結した後、物件に種類、品質又は、数量に関して契約に適合しな

いものを発見しても、追完請求、代金減額請求、損害賠償請求、解約請求をす

ることはできません。市として知り得ない地下埋設物が発見された場合も同

様に、撤去責任を負うことはできませんのであらかじめご承知おきください。 

（９） 売買契約を締結した後、売渡人の責に帰すことのできない事由により物件の

滅失、毀損等の損害が生じたときは、市はその損害の責任は負いません。 

（１０） その他、本入札案内書に定めのない事項については、地方自治法、同法施行

令、その他関連法令等の定めるところによります。 

１１ 担当部署 

所管課 豊橋市財務部資産経営課 電話 0532-51-2033 

郵便番号及び所在地 ４４０－８５０１ 豊橋市今橋町１番地 

 


